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令和 8 年 4 月 1 日（水）営業時間変更のお知らせ 

年度初めのため９時から営業します。 

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

翌営業日以降は通常営業（８:３０～１７:００ 昼休み１２:００～１３:００） 

 
※GW 休業のため 



 

 

 



就業会員募集中           令和 8 年 3 月 25 日現在 

勤務地 業種 仕事内容 就業時間 備考 担当 

田原 就労支援施設 
利用者見守り 

調理補助 
9:00～16:00 

（4～5 時間程度） 

月～金 

週 3 日程度 
荻 

日吉原 ガス会社 清掃 7:00～12:00 月・水・木 

東大道 
ビル管理 ビル清掃 

① 7:10～10:10 

② 7:30～16:00 

月・火・木～土曜日・

祝日（要相談） 

工藤 

末広町 

鶴崎 ビル管理 
銀行事務センター

清掃 
7:10～10:10 

月・火・木～土曜日・

祝日（要相談） 

戸次 障害者施設 食事準備作業 

① 6:30～ 9:30 

②10:00～13:00 

③14:30～18:30 

週 20 時間未満 

緑ヶ丘 こども園 食器洗浄・片付け 
①12：00～14：00 

②14：00～16：00 

月～土曜日 

週 20 時間未満 

城南 幼稚園 保育補助 15:00～18:00 月～土（週 3日程度） 

平松 高江 中古車販売 
データ入力、書類

整理、発送、清掃 

9:00～17:00 

うち 3 時間以上 
月・火（月 4 回程度） 

賀来 福祉施設 調理補助 11:00～14:00 週 3 回 

公園通り スーパー 

水産部門（食品パ

ック詰め、品出

し、値付け等） 

7：00～15：00 

うち 4～5時間 

週 3～4 日 

（週 20 時間未満） 
白木原 

最新の求人情報はこちらから 



 

★☆★ 作業会員募集中 ★☆★ 

単発業務  担当：野々下 

1 日～数日の不定期なお仕事です。 

 

 

 

※お問い合わせいただいた方から優先的に連絡します。 

草取り作業  担当：甲斐 

墓所 清掃 移動・搬出 網戸 



 

 

 

2026 年 4 月から自転車にも 

交通反則通告制度（青切符制度）が適用されます 

 

 

 

 

 

 

 

 

日々の就業お疲れ様です。 

2 月は無事故で、本年度 2 回目の事故ゼロでした。 

「安全はすべてに優先する」・「安全無くして就業なし」を

念頭に、引き続き安全就業の徹底お願いします。 

安全スローガン 

「これくらい」と 

思う過信が 事故招く 

今年度事故件数 31 件 

○道路交通法上、自転車も車両の仲間で、自転車の交通違反は重大な事故に

つながる可能性がある。 

○自転車を安全・安心に利用するため、自転車安全利用五則を守ることが大切。

○自転車の交通違反を繰り返したときは、自転車運転者講習の受講必要。 

○自動車や原動機付自転車の運転免許を保有している者が、自転車乗用中に

重大な事故や違反をした場合には、免許停止の可能性も。 

○自転車の運転者による反則行為のうち、交通事故につながる危険な運転行

為をした場合や、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合といっ

た、悪質・危険な行為が自転車の 交通違反の取締り対象となります。 

○単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に、 

通常「指導警告」が行われます。 



自転車関連事故は年間７万 件前後（表１）と横ばいで推移しており、

全交通事故に占める自転車関連事故の構成比や自転車と歩行者の事故の

発生件数は増加傾向にあります。 

自転車と自動車の事故は減少傾向ですが、年間約５万件発生しており、

自転車関連事故の約８割を占めています。さらに、自転車乗用中の死亡・

重傷事故のうち、約４分の３には自転車側にも法令違反があります。自転

車の交通違反は重大な事故につながる可能性があり、自転車を安全・安心

に利用するため、自転車安全利用五則を守ることが大切です。 

出典： 自転車の新しい制度｜自転車ポータルサイト https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/system.html 
自転車の新しい制度｜自転車ポータルサイト https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/system.html を加工して作成 

 

自転車安全利用五則（令和４年 11 月１日交通対策本部決定） 

①車道が原則、左側を通行、歩道は例外※、歩行者を優先 

②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 

③夜間はライトを点灯 

④飲酒運転は禁止 

⑤ヘルメットを着用 

※例外として 

①歩道通行可の標識がある時 

②13 歳未満の子供、70 歳以上の 

高齢者、身体が不自由な方 

③車道又は交通の状況から、 

やむをえないと認められるとき 



 

ヒヤリハット事例 

○信号がある横断歩道で、青信号になったため横断歩道を

渡ろうとした瞬間、車の横を通り抜けた自転車が目の前

を通過し、接触の危険を感じた。 

車道側は赤信号であり、自転車は信号無視であった。 

この件を踏まえて、青信号は“進め”ではなく、 

“進行することができる”ということを再認識した。 

〈対策〉 

・信号が青であっても安全確認を行う。 

・歩行者用の青信号の意味は“進行することができる”と

いうことを忘れない。 

 

 

 

 

自転車側の信号無視が原因ですが、 

「相手が止まるはず」ではなく、自分のためにも必ず 

安全確認をお願いします。 

上記にもありますが、 

道路交通法上、自転車は車両の仲間です。 

車同様、自転車も交通ルールの遵守をお願いします。 

 ※事例を元に作成したイメージ図 


